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千円 千円 千円 千円

　人件費，広報費，謝礼金，旅費・交通費，使用料及び借損料，消耗品費，印刷製
本代，通信費，委託費，活動助成金，負担金食糧費。
　補助金額は，市長の定める補助対象経費のうち，市の予算の範囲内かつ事業
にかかる金額の概ね1/2とする。

補助金交付
による効果

　歯と口の健康週間に関する事業や8020運動に関する事業など市民対象のイベントの開催し，
歯科保健の知識・口腔ケアの重要性についての普及啓発を行っており，80歳になった時点で20
本の歯を有している8020達成者率は41.2％（H22高齢者実態調査）と高い。また，訪問歯科診療
や在宅歯科医療・在宅口腔ケアの充実に関する啓発や歯科医療従事者の研修等を行い，診療
技術等向上を図っている。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

当該年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

前年度補助事業
の主な実施概要

（１）５／１２よい歯のコンクール，６／３福岡市民の歯を守るつどい，海ノ中道マリンワールドでの啓発イベント，いい歯の
日行事（歯っぴーコンテスト），５／３～４どんたく健診，１１／１１ふくおか市民糖尿病教室，いい歯キラメキキャンペーン，
校区への歯に関する出前講座。
（２）歯科節目健診，妊婦歯科健診，すこやか（障がい児）歯科健診，事業所歯科健診の充実。
（３）訪問歯科診療に関する事業，在宅歯科医療ネットワークの充実，在宅歯科医療・在宅口腔ケアに関する啓発。
（４）口腔衛生相談に関する事業
（５）歯科医療従事者等の会議・研修・講習会，医療保険事業の推進及び医療費の適正化に関する事業，医療費助成事
業の現物給付に関する事業。

回

終期を延長する
理由

補助金の終期

1

■　団体
一般社団法人

福岡市歯科医師会
区分

その他の補助金

　■　定率

年度平成28

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助目的を達成し得る団体が限定されているため

補助開始年度

保健福祉局健康医療部健康増進課
（ＴＥＬ　092-711-4374　）

　一般社団法人福岡市歯科医師会が行う事業を支援し，福岡市における歯科公衆衛生の普及向上，市民
の健康づくりの推進及び地域歯科医療の充実等を図ることを目的としている。補助対象事業は次に掲げる
ものとする。
（１）歯科公衆衛生の普及向上及び市民の健康づくりの推進に関する事業
（２）市民の健康づくりの推進に関する事業
（３）地域歯科医療の充実に関する事業
（４）口腔衛生相談に関する事業
（５）その他の目的を達成するために必要な事業

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市歯科医師会保健福祉事業補助金

4,950

交付先決定方法 　　■　非公募

11,900

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

13,900

昭和48 42年度 年度

12,900

1

経過年数


